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道内景気は、一部に弱さが残るものの、緩やかに持ち直している。生産活動は、弱い動き

となっている。需要面では、住宅投資は、減少している。公共投資は、高水準ながら弱めの

動きとなっている。個人消費は、持ち直している。設備投資は、持ち直しの動きがみられ

る。輸出は、持ち直している。観光は、持ち直しが続いている。

雇用情勢は、有効求人倍率、新規求人数ともに前年を上回っている。企業倒産は、件数は

前年を上回ったものの、負債総額は前年を下回った。消費者物価は、１９か月連続で前年を上

回った。

現状判断DI（北海道）
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１．景気の現状判断DI～２か月ぶりに上昇

景気ウォッチャー調査
（季節調整値）

（資料：内閣府）
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２．鉱工業生産～３か月連続で低下

鉱工業生産・出荷・在庫指数
（季節調整済指数）

（資料：北海道経済産業局）

景気ウォッチャー調査による、２月の景気

の現状判断DI（北海道）は前月を３．３ポイン

ト上回る５２．８と２か月ぶりに上昇した。横ば

いを示す５０を２か月ぶりに上回った。

景気の先行き判断DI（北海道）は、前月

を７．９ポイント上回る５２．３となった。

１月の鉱工業生産指数は８１．６（季節調整済

指数、前月比▲０．６％）と３か月連続で低下

した。前年比（原指数）では▲７．５％と９か

月連続で低下した。

業種別では、化学・石油石炭製品工業など

８業種が前月比上昇となった。一般機械工

業、輸送機械工業、電気機械工業など６業種

が前月比低下となった。

道内経済の動き
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３．百貨店等販売額～１１か月連続で増加

百貨店等販売額（前年比）

（資料：北海道経済産業局）

軽乗用車小型車 前年比（右目盛）普通車
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４．乗用車新車登録台数～５か月連続で増加

乗用車新車登録台数

（資料：�日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会）

前年同月比（右目盛）移出その他乳製品向け牛乳等向け
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５．生乳生産量～５か月連続で減少

生乳生産量

（資料：農林水産省）

１月の百貨店・スーパー販売額（全店ベー

ス、前年比＋７．６％）は、１１か月連続で前年

を上回った。

百貨店（前年比＋２５．０％）は、すべての品

目が前年を上回った。スーパー（同＋４．６％）

は、すべての品目が前年を上回った。

コンビニエンスストア（前年比＋５．７％）

は、１５か月連続で前年を上回った。

１月の乗用車新車登録台数は、１１，５３３台

（前年比＋１９．９％）と５か月連続で前年を上

回った。車種別では、普通車（同＋４０．７％）、

小型車（同▲１６．１％）、軽乗用車（同＋３２．８％）

となった。

４～１月累計では、１１６，３７１台（前年比

＋４．２％）と前年を上回った。内訳は普通車

（同＋６．５％）、小型車（同＋１．１％）、軽乗用

車（同＋４．５％）となった。

１月の生乳生産量は、３４９，６３２トン（前年

比▲４．７％）と５か月連続で前年を下回っ

た。内訳は、牛乳等向け（同▲８．３％）、乳製

品向け（同▲４．４％）、その他（同＋９．３％）、

道外への移出（同▲２．８％）となった。

４～１月累計では、３，５８０，６７５トン（前年

比▲０．５％）と前年を下回っている。

道内経済の動き
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持家 貸家 給与 前年比（右目盛）分譲
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６．住宅投資～５か月連続で減少

住宅着工戸数

（資料：国土交通省）
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前年比（右目盛）

７．建築物着工床面積～２か月ぶりに増加

民間非居住用建築物（着工床面積）

（資料：国土交通省）
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８．公共投資～５か月連続で減少

公共工事請負金額

（資料：北海道建設業信用保証㈱ほか２社）

１月の住宅着工戸数は１，０３３戸（前年比

▲７．４％）と５か月連続で前年を下回った。

利用関係別では、持家（同＋３．８％）、貸家

（同＋６．８％）、給与（同＋１４．３％）、分譲（同

▲４０．１％）となった。

４～１月累計では、２５，８６１戸（前年比

▲８．４％）と前年を下回った。利用関係別で

は、持家（同▲１９．０％）、貸家（同▲２．１％）、

給与（同▲２５．４％）、分譲（同＋０．２％）と

なった。

１月の民間非居住用建築物着工床面積は、

７８，０５３㎡（前年比＋６６．２％）と２か月ぶりに

前年を上回った。業種別では、製造業（同

▲８８．４％）、非製造業（同＋１０５．０％）であっ

た。

４～１月累計では、１，２１４，２１０㎡（前年比

▲１５．７％）と前年を下回っている。業種別で

は、製造業（同▲１５．０％）、非製造業（同

▲１５．７％）となった。

２月の公共工事請負金額は１００億円（前年

比▲３８．７％）と５か月連続で前年を下回っ

た。

発注者別では、国（前年比▲３９．６％）、独

立行政法人（同▲８２．９％）、道（同▲２１．４％）、

市町村（同▲３３．４％）、その他（同▲３１．１％）

が前年を下回った。

４～２月累計では、７，８７４億円（前年比

▲６．５％）と前年を下回っている。

道内経済の動き
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航空機 ＪＲ フェリー 前年比（右目盛）
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９．来道者数～１５か月連続で増加

来道者数

（資料：�北海道観光振興機構）
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１０．外国人入国者数～７か月連続で増加

外国人入国者数

（資料：法務省入国管理局）

輸出 輸入 輸出（前年比、右目盛） 輸入（同、同）
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１１．貿易動向～輸出が９か月連続で増加

貿易動向

（資料：函館税関）

１月の国内輸送機関利用による来道者数

は、８１６千人（前年比＋４８．９％）と１５か月連

続で前年を上回った。輸送機関別では、航空

機（同＋５２．３）、JR（同＋５０．６％）、フェ

リー（同＋３．９％）となった。

４～１月累計では、９，３８８千人（同＋７５．２％）

と前年を上回っている。

１月の道内空港・港湾への外国人入国者数

は、１２３，８１６人（前年比全増）と７か月連続

で前年を上回った。

４～１月累計では、２５７，７７６人（同

＋２５７，７７０人）と前年を上回っているが、コ

ロナ禍前との比較では▲８２．７％と下回ってい

る。

１月の貿易額は、輸出が２１２億円（前年比

＋３．５％）、輸入が１，７２５億円（同＋３５．７％）

だった。

輸出は、鉄鋼くず、自動車、自動車の部分

品などが増加した。

輸入は、石炭、原油・粗油、再輸入品など

が増加した。

輸出は、４～１月累計では３，６７３億円（前

年比＋３４．２％）と前年を上回っている。

道内経済の動き
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有効求人倍率 新規求人数（右目盛）
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１２．雇用情勢～有効求人倍率が前年を上回る

有効求人倍率（常用）、新規求人数（前年比）

（資料：北海道労働局）
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企業倒産（負債総額１千万円以上）

（資料：㈱東京商工リサーチ）
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１４．消費者物価指数～１９か月連続で前年を上回る

消費者物価指数

（資料：総務省、北海道）

１月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は、１．１１倍（前年比＋０．１１ポイント）と前年

を上回った。

新規求人数は、前年比＋４．４％と２３か月連

続で前年を上回った。業種別では、卸売業・

小売業（同＋１３．１％）、医療・福祉（同

＋４．６％）、宿泊業・飲食サービス業（同

＋７．３％）などが前年を上回った。

２月の企業倒産は、件数が１８件（前年比

＋２８．６％）、負債総額が１９億円（同▲６．６％）

だった。負債総額は５か月ぶりに前年を下

回った。

業種別ではサービス・他が９件、建設業、

卸売業、小売業、運輸業が各２件などとなっ

た。

新型コロナウイルス関連の倒産件数は８件

であった。

１月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総

合指数）は、１０５．１（前月比▲０．０％）となっ

た。前年比は＋４．７％と１９か月連続で前年を

上回った。

石油製品の価格は調査基準日（１月１０日）

時点で、灯油価格は前月比▲０．４％、前年同

月比＋６．０％となり、ガソリン価格は前月比

＋０．６％、前年同月比＋１．９％となった。

道内経済の動き
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留萌市の現状について

人口減少・流出、高齢化、少子化は道内１７９市町村共通の課題です。そうした中、�VICTAS
（ヴィクタス・卓球用品）、北海道コンサドーレ札幌、�モンベル（アウトドア用品）、�河合塾、
複数の生命保険会社支店と矢継ぎ早に連携協定を結び、官民連携でスポーツ・健康・教育分野で高

いレベルのまちづくりを目指す留萌市のリーダーである中西俊司市長にお話を伺いました。

なかにし しゅん じ

留萌市長 中西 俊司 氏

１９５６年留萌市生まれ。１９７５年留萌市役所に入職。

政策経営室長、産業建設部長、副市長を経て２０１７

年に留萌市長に当選し、現在２期目。

留萌市の概要
人口：１９，２０７人（２０２３．１．３１）

面積：２９７．８４�
市役所住所：留萌市幸町１丁目１１番地

URL：https : //www.e-rumoi.jp/

概要：北海道北部の留萌地方（８市町村）の

中心都市。国や道の出先機関が多数設置され

ている。主な産業は貿易などのその他商業、

土木業、水産加工業。留萌港では現今におい

てもニシンが水揚げされ、その魚卵であるか

ずの子の国内最大の加工地。

―人口減少や人口流出、高齢化、少子化が道内市

町村共通の課題となっています。そうした中で、

来道する訪日外国人旅行客の誘客に限らず、様々

な取組をしている留萌市ですが、はじめに、留萌

市の現状についてお聞きします―

市長：本市においても、他の地域同様に人口減少

が続いています。高齢化率も３８％を超え、生産年

齢人口の減少が課題です。

看護師をはじめとした医療従事者の確保や、子

育て環境への充実支援、地元高校のクラス数維

持・確保に向けた学習環境、部活動支援などを行

いながら、人口流出を抑制し、留萌市が持つ資源

を有効に活用して地域経済を元気にすること、雇

用の場を増やすこと、そして、一旦留萌を離れる

ことはあっても、再び戻ってくることのできる環

境をつくっていきたいと考えています。

☆ 留萌港（重要港湾）

道内企業訪問

トップに聞く㉒ 留萌市
市長 中西 俊司 氏
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道内企業訪問

― ７ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

子育て支援について

留萌市の自慢といえば

観光の取組について

―留萌市独自の子育て支援があるとお聞きしまし

た―

市長：留萌で生まれ、高校卒業までの１８年間を地

元でしっかりサポートしたいと思っています。

保育料の無償化や、第二子以降の保育料負担軽

減のほか、市長１期目には中学生までの医療費無

償化に取り組み、２期目には高校生までの無償化

を実現させました。待機児童の解消も課題でし

た。働きやすい環境をつくるためには、子どもを

預ける場所が重要です。０歳から２歳の低年齢児

を対象とした定員１９人の小規模保育事業所の開設

も進めました。

―ハード事業も手掛けていますね―

市長：昨年の４月には、天候に関係なく年中室内

で思いっきり体を動かして遊べる環境をと考え、

親子でゆっくり時間を過ごせる施設として屋内交

流・遊戯施設「ちゃいるも」を「道の駅るもい」

内に開設しました。

働く女性のみなさんの社会進出や正規雇用化、

また、近年女性自衛官も増え、託児所が欲しいと

いう要望を頂いており、何とか実現したいと考え

ています。

―かずの子が有名ですね―

市長：塩かずの子加工生産が日本一で、留萌を代

表する基幹産業です。

近年では、代表的な塩かずの子や味付けかずの

子に加え、全国的にも知名度が高い「カズチー」

という商品が、本年度の農林水産祭の水産部門で

最高賞の天皇杯に選ばれました。規格外のかずの

子の活用や、パッケージ素材にペットボトルのリ

サイクル品を活用するなど、SDGsを意識された

商品とお聞きしました。市内企業のアイディアが

生んだ、日本を代表する商品として、留萌をPR

して頂いています。

―「カズチー」は美味しくて人気ですね―

市長：量産体制も整い、他の商品ともコラボする

など、ますます人気が出ていますね。

―留萌は海の観光が人気と聞きました―

市長：これまで、海水浴客中心の体験型観光が主

流でした。また、コロナ禍前は本州の高校生が、

漁業体験メニューなどを修学旅行に組み込み、毎

年留萌を訪れていました。ただ、宿泊場所がな

く、経済効果を市内や管内で循環させることがで

きていないのが課題です。

深川留萌自動車道が全線開通し、これに併せて

「道の駅るもい」を開設したところ、留萌ICから

とても近く、コロナ禍ではありましたが、３０万人

近い方々が訪れています。留萌管内への新たな人

の流れのチャンスであり、観光の転換期と捉えて

います。

☆「道の駅るもい」とその周辺
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道内企業訪問

― ８ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

「モンベル」の誘致について

―具体的な活性化の取組はありますか―

市長：アウトドアに着目しています。サイクリン

グやSUP（スタンドアップパドルボード）、カ

ヤックといったパドルスポーツ、それにサーフィ

ンで訪れる人が増えています。サイクリングにつ

いては、増毛～天塩のラインでサイクルルートの

指定に向けた動きがあります。

留萌は札幌、旭川圏域からも近く、高規格道路

と海沿いの道路を組み合わせ、都市部から十分呼

び込むことが可能です。旭川空港を利用する台湾

からのお客様なども今後ターゲットに考えたいで

す。

―国内最大手のアウトドア用品メーカー「モンベ

ル」誘致を目指しているとお聞きしました―

市長：モンベルは、アウトドアのブランド力もさ

ることながら、アウトドアが持つ社会的使命とし

て７つのミッションを掲げ、地方の活性化に寄与

するという企業理念が、留萌市がこれから目指す

取組とマッチするのではと考えました。

―モンベルの７つのミッションとは何ですか―

市長：モンベルはアウトドア用品を販売するだけ

の会社ではありません。

① 自然環境保全意識の向上

② 野外活動を通じて子供たちの生きる力を育

む

③ 健康寿命の増進

④ 自然災害への対応力

⑤ エコツーリズムを通じた地域経済活性

⑥ 一次産業（農林水産業）への支援

⑦ 高齢者・障害者のバリアフリー実現

こうした分野にアウトドアを通じ、活動範囲を

広げています。

―包括連携協定に期待することは何ですか―

市長：包括連携協定を締結したことで、本格的な

アウトドア目線で留萌地域の活性化に繋げるため

のグランドデザインの提案を受け、構想の下地が

できました。

―「モンベル アウトドアヴィレッジるもい構

想」について教えてください―

市長：アウトドア観光を目指す上での、拠点施設

を「道の駅るもい」内に整備したいと考えていま

す。

具体的には、モンベル直営店の誘致のほか、留

萌管内全体のフィールドやツアーなどの観光情報

を集積し発信します。情報だけではなく、実際に

アウトドア体験やアウトドア商品の購入のほか、

ここを起点とした周遊ルートの設定なども行いま

す。

道路を挟んで留萌港が眼下に見えますから、休

憩、滞在、アクティビティの体験可能な環境を整

えることが期待できます。

―宿泊施設も計画すると聞きました―

市長：本施設内に、コテージなどの宿泊できる滞

在型施設を検討しています。

そうすることで、キャンプステイのほか、既存

の屋内交流・遊戯施設とも連携しながら、親子連

れ、家族連れが安心してゆっくり時間を過ごせる

環境が整います。

―単なるアウトドア用品施設の誘致に終わらない

ということですね―

市長：全国、世界にも大勢のファンがいる「モン

ベル」の世界観が発揮され、若い人にとっても魅

力ある働く場になるのではと思っています。ま

た、都市部企業のワーケーション需要にも応え、

関係人口の増加に繋げたいです。
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道内企業訪問

― ９ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

「ヴィクタス」との連携について

スポーツ留学等の支援について

―「道の駅るもい」は現JR駅隣接地ですね―

市長：２０２３年３月３１日で、JR留萌線は廃線とな

ります。今後は、車での移動と快適な休息環境、

地方創生と観光の取組を加速する拠点として、

「道の駅るもい」が新たな誘客のシンボルになる

と期待しています。

また、駅周辺エリアの再生も急がなければなり

ません。「道の駅るもい」と隣接する立地条件を活

かし、新たな賑わいが生まれるような公共施設、

公共交通の結節機能等を再編した、「新交流複合

施設」の整備に向け、検討を進めています。

―卓球用品メーカー「ヴィクタス」と包括連携協

定を結びましたね―

市長：２０２１年８月、総合卓球用品メーカーで、日

本の男子代表の公式ユニフォームを手掛けるヴィ

クタスさんと協定を結びました。

現在、同社から指導者を派遣いただき、地域の

子どもたちの競技力強化や、地元高校の部活動支

援により、素晴らしい選手を育てていただいてい

ます。

☆ ヴィクタスとの包括連携協定

―市民のみなさんも喜びそうですね―

市長：地域の多くの高齢者も健康づくりで卓球を

楽しんでいます。コミセンや児童館などで卓球環

境を整備し、幅広い世代が卓球に触れることので

きる環境づくりを進めたいと思っています。

今後は、幼稚園や保育園に小さな子ども用の卓

球台を提供したいと考えています。

―スポーツに関しては、施設整備以外にも取り組

んでいることがあると聞きました。どういった思

いで取り組んでおられるのでしょうか―

市長：スポーツ・文化活動を通じて、子どもたち

の夢を後押ししたいと思っています。

卓球やクロスカントリーで活躍する子どもたち

が、市外から、市内の中学校、高校に集まってき

ています。地元の子どもたちも刺激を受けなが

ら、一緒に全道大会や全国大会などに出場するな

ど成果を上げています。

今後も、卓球やクロスカントリーに限らず、他

のスポーツ競技や文化活動でも、地元の小・中・

高校生が、競技力や技術レベルを高め、高い目標

をもってチャレンジできるよう、大会等への遠征

費や市外から移り住む学生の下宿代も支援してい

きます。

☆ スポーツで活躍する子どもたち
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道内企業訪問

― １０ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

保険会社との包括連携協定について

吹奏楽の交流について

洋上風力発電招致について

―複数の保険会社と協定を結んでいますね―

市長：健康やまちづくりに賛同いただいていま

す。また、先方にはスポーツなど才能のある子ど

もを早いうちに見つけ、サポートしたい気持ちが

あるようです。

子どもたちに夢を与えるという意味で、様々な

スポーツの方々を招聘できればと思っています。

―吹奏楽の交流も盛んと聞きました―

市長：地元の青年会議所が中心となって、２０１９年

から「音楽合宿」の受入を始めたのがきっかけで

す。町内会や飲食店などが協力し、留萌名物「浜

焼き」を食事に提供したり、楽器や参加者の移動

に市内タクシーやバス会社が協力するなど、地域

ぐるみで合宿をサポートしています。旭川商業高

校をはじめ、多くの高校との交流を続けていま

す。

☆ 吹奏楽の音楽合宿

留萌で音楽合宿に参加した生徒が、留萌の企業

に就職したり、こちらの信用金庫に採用され、旭

川支店に勤務するといった好循環が生まれていま

す。

―多くの取組を予定していることがわかりまし

た。産業についてはどうですか―

市長：再生可能エネルギー、脱炭素への取組が、

今後のカギを握ると思っています。
は とう

世界三大波濤の一つに数えられる留萌市沖には

強い風が吹いています。さらに重要港湾である留

萌港を持つ留萌市にとっては、今後の新しい産業

として、特に、風と海を活用した「洋上風力発

電」への取組が、留萌市、さらには留萌地域の発

展をけん引するものと思っています。海域を使用

する漁業者への影響や留萌管内の自治体などの考

え方も十分に配慮、尊重しながら、地域の皆さん

と共通理解を深めていきたいです。

また、新たなCO２の吸収源対策として、ブルー

カーボン生態系活用への期待や重要性が増してい

ます。現在、留萌港水域を活用した海藻の養殖試

験を北海道電力とも連携して行っており、将来に

おける吸収源対策と地域の漁業振興に繋がるよう

取組を進めています。

☆ 洋上風力発電

―本日は、ありがとうございました―

（木本 晃）
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― １１ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

はじめに
労働施策総合推進法の改正により、中小企業も２０２２年４月１日から、職場におけるパワーハラ
スメントを防止するための措置を講ずることが事業主に義務づけられています。
それ以前から、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメントを防止するための措置は事業主の義務となっていましたが、さらにパワーハラスメン
ト防止措置も追加されたことで、企業にはより一層ハラスメントを発生させないための職場環境
の整備が求められることになっています。
本稿では、職場における各ハラスメントの定義やハラスメントが発生する背景にある要因を確
認し、その上でハラスメントの発生を防止するための対策について説明します。法律により事業
主に義務づけられているハラスメント防止措置の内容だけではなく、ハラスメント防止に効果的
であると考えられる具体的な取り組みについても説明しますので、皆さんが自社のハラスメント
防止対策を検討する際に役立てていただければ幸いです。

１．職場におけるハラスメントの定義
�職場におけるパワーハラスメント
職場におけるパワーハラスメント（以下、「パワハラ」という。）とは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの３つの要素を全て満たすものをいい
ます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
パワハラには該当しません。
①の「優越的な関係を背景とした言動」とは、業務を遂行するにあたって、当該言動を受ける
労働者が行為者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われる
ものを指します。上司から部下への言動や先輩社員から後輩社員への言動はもちろんですが、同
僚（会社内での役職・地位が同じ人）間での言動や部下から上司への言動であっても、その背景
に優越的な関係が存在すると認められる場合はパワハラに該当する可能性があります。
②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、社会通念に照らし、当該言動が明らか
に業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。業務上必要かつ相当な範囲
を超えているかどうかは、当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・
程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・
頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等を総合的に考慮して判断される
ことになります。労働者に明らかな問題行動があり、それに対して注意・指導を行った場合で
あっても、その際に当該労働者の人格を否定するような言動などがあった場合には、業務上必要
かつ相当な範囲を超えていると判断される可能性が高くなるので注意が必要です。
③の「就業環境が害される」とは、当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与え
られ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者
が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。労働者の就業環境が害されて

ハラスメントを発生させないために
社会保険労務士法人むらずみ総合事務所

社会保険労務士 板垣 洋介

経営のアドバイス
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経営のアドバイス

― １２ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

言動の類型 言動の例
身体的な攻撃

（暴行を加える・傷害を与える） 殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける。

精神的な攻撃
（暴言を浴びせる・侮辱する）

人格を否定するような言動を行う。必要以上に長時間にわ
たる厳しい叱責を繰り返し行う。他の労働者の前で、大声
で威圧的な叱責を繰り返し行う。

人間関係からの切り離し
（隔離する・仲間外し・無視）

特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。１
人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立さ
せる。

過大な要求
（遂行不可能なことや業務上必要
のないことを強制する）

新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できない
レベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し、
厳しく叱責する。業務とは関係のない私的な雑用の処理を
強制的に行わせる。

過小な要求
（能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じる・業務に関係な

い仕事を与える）

管理職である労働者に対して、退職させる目的で、誰でも
遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対し
て、嫌がらせのために仕事を与えない。

個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る）

労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影
をしたりする。労働者の機微な個人情報について、本人の
了解を得ずに他の労働者に暴露する。

【表１】

いるかどうかの判断は、「当該労働者の感じ方」ではなく、「平均的な労働者の感じ方」を基準と
することが適当と考えられています。具体的には、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社
会一般の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかど
うか」を基準として判断されることになります。
パワハラには【表１】の６つの代表的な類型があります。これらは限定列挙ではなく、ここに
挙げた類型以外の言動であっても個別の事案の状況等によってパワハラに該当する可能性があり
ます。

�職場におけるセクシュアルハラスメント
職場におけるセクシュアルハラスメント（以下、「セクハラ」という。）とは、職場において行
われる労働者の意に反する「性的な言動」により、当該労働者が労働条件について不利益を受け
ることや、就業環境が害されることをいいます。「性的な言動」とは、性的な内容の発言や性的な
行動のことを指します。性的な関係を強要する言動や必要なく身体に触れるなどのあからさまな
行為のほか、性的な事実関係を尋ねる、性的な内容のうわさを流す、性的な冗談を言ってからか
う、食事やデートに執拗に誘う、わいせつな写真やイラストを掲示するなどの行為もセクハラに
該当する可能性があります。
セクハラの行為者は上司や同僚など社内の人間に限らず、取引先や顧客なども行為者になり得
ます。また、「男性→女性」や「女性→男性」といった異性に対するものだけでなく、同性に対
する性的な言動もセクハラに該当します。被害者の性的指向や性自認にかかわらず、性的な言動
はセクハラになるということに注意が必要です。
セクハラには「対価型」と「環境型」があり、それぞれの型の内容や該当する可能性がある言
動の例は【表２】の通りです。
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型 型の内容・言動の例

対価型セクシュアルハラスメント

労働者が意に反する性的な言動を受けて、それに対して拒
否や抵抗等の反応を示したことにより、その労働者が解
雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象
からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益
を受けること。
（言動の例）
事業主から性的な関係を要求され、拒否したところ、解雇
された。

環境型セクシュアルハラスメント

労働者が意に反する性的な言動を受けたことにより、その
労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮
に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で
看過できない程度の支障が生じること。
（言動の例）
事務所内で上司が手や腰などに度々触れてくるため、また
触られるかもしれないという恐怖から、業務に集中できない。

【表２】

型 型の内容・言動の例

制度等の利用への嫌がらせ型

産前休業や育児・介護休業、育児・介護のための所定労働時間
の短縮措置等の制度・措置の利用に関する言動により就業環境
が害されること。
（言動の例）
産前休業の取得を申し出たところ、上司から「勝手な都合で休
まれると他の従業員に迷惑がかかる」と言われた。

状態への嫌がらせ型

女性労働者が妊娠・出産したことや、妊娠・出産に起因する症
状により労務の提供ができないこと等に関する言動により就業
環境が害されること。
（言動の例）
上司から「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」
と繰り返し言われ、業務に関係のない雑用ばかりをやらされる。

【表３】

�職場における妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
職場における妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは、職場において行われる上司や同僚か
らの言動（妊娠・出産したこと、育児休業・介護休業等の制度を利用することに関する言動）に
より、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した労働者の就業環境が
害されることをいいます。これらは、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケア
ハラスメントといわれることもあります。
なお、妊婦である労働者の体調が悪い場合に、本人が希望しない場合であっても業務量削減や
業務内容の変更等を打診することや、制度等の利用を希望する労働者に対して業務上の都合によ
り制度利用時期の変更の相談をする等の業務上必要な言動は、職場における妊娠・出産・育児休
業等ハラスメント（以下、「マタハラ等」という。）に該当しません。ただし、相談の内容が労働
者の意を汲まない一方的なものである場合には、マタハラ等に該当する可能性があります。
マタハラ等には「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」があり、それぞれ
の型の内容や該当する可能性がある言動の例は【表３】の通りです。
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２．ハラスメントが発生する背景にある要因
�ハラスメントに関する知識の不足
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査（令和２年度報告書）」では、６５．５％の
企業がハラスメントの予防・解決のための取組を進める上での課題として「ハラスメントかどう
かの判断が難しい」と回答しています。特にパワハラに関しては、どこまでが「業務上必要かつ
相当」である注意・指導なのか、はっきりとした線引きがあるわけではありません。ハラスメン
ト事案の中には、行為者にハラスメント（嫌がらせ）をしているという自覚がないまま行為に及
んでいる事案が少なくないのです。ハラスメントの発生を防ぐためには、ハラスメントに該当す
る可能性がある言動を行わないことです。そのために、ハラスメントに関する正しい知識を身に
つけなければならないのです。

�社内のコミュニケーション不足
社内イントラネットの充実や電子メール・SNS等の普及により、昔と現在では社内のコミュニ
ケーションの在り方が大きく変わりました。手軽に連絡事項を伝えたり、確実に情報を共有する
ことができるようになった一方で、弊害もあります。例えばミスをした部下に注意をする場合
に、面と向かって会話をするのであれば表情や声色などで細かいニュアンスを表現することがで
きますが、文章のやり取りだけでは内容のみを伝えることしかできず、自分が意図していない印
象を相手に与えてしまうことがあります。相手の表情や返事をする声の雰囲気を確認することも
できないため、自分では気づかないうちに相手を必要以上に追い詰めてしまうこともあります。
このような意思の疎通の不成立によるハラスメントの発生を防ぐためには、普段から社内のコ
ミュニケーションを円滑にするための対策が必要になります。

�多様な働き方に対する理解の不足
多様な働き方に対する理解が不足していることも、ハラスメントの発生の要因になっていると
考えられます。雇用形態、年代、性別、その他の様々な事情により、仕事に対する考え方や取り
組むスタンスは一人ひとり異なります。このような実態を理解せず、自分の価値観だけを基準に
物事を判断してしまう傾向がある人は、ハラスメントの行為者となる可能性が高くなります。

上記３つの要因以外にも、会社の風土や経営状況に要因がある場合もあります。例えば、常に
達成不可能な厳しい販売目標を課していたり（それ自体がパワハラに該当する可能性もありま
す）、慢性的な人手不足により若手や社歴の浅い未熟な社員に十分な教育ができていないなど、
日常的に労働者に強いストレスを与えてしまっている会社ではハラスメントが発生する可能性が
高くなります。追い詰められて自分のことで精一杯になってしまった状態では、他人を思いやる
気持ちを維持することが難しくなります。このような状態にある会社は、過度な目標設定の見直
しや、人員補充・業務手順の変更などを実施し、まずは労働者に過度な負担を与えている状況を
解消しなければなりません。

３．事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の内容
前述の通り、２０２２年４月１日からは中小企業の事業主に対しても、パワハラ・セクハラ・マタ

ハラ等すべてのハラスメントを防止するための措置を講ずることが義務づけられています。事業
主が講じなければならない措置の内容は【表４】の通りです。なお、措置の内容は各ハラスメン
トとも同様ですが、マタハラ等についてはその原因や背景となる要因を解消するための措置（表
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事業主の方針等の明確化
および周知・啓発

① パワハラ、セクハラ、マタハラ等（以下、この表内におい
て「各ハラスメント」という）の内容を明確化し、労働者
に周知・啓発すること。

② 各ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること。

③ 各ハラスメントの行為者について、厳正に対処する旨の方
針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周
知・啓発すること。

④ 妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動が職場にお
けるマタハラ等の発生の原因や背景となり得ること、制度
等の利用ができることを明確化し、労働者に周知・啓発す
ること。

相談に応じ、適切に対応する
ために必要な体制の整備

⑤ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
⑥ 相談窓口の担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応
できるようにすること。

事後の迅速かつ適切な対応

⑦ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑧ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこ
と。

⑨ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこ
と。

⑩ 再発防止に向けた措置を講ずること。

マタハラ等の原因や背景とな
る要因を解消するための措置

⑪ 業務体制の整備など、事業主や妊娠・出産・育児休業等を
した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講
ずること。

併せて講ずべき措置

⑫ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な
措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。

⑬ 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、
都道府県労働局の紛争解決援助制度を利用したこと等を理
由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること。

【表４】

内の④と⑪）が含まれます。

４．ハラスメントの発生を防止するための対策
�ハラスメントに関する知識を身につける
ハラスメントの発生を防止するためには、事業主や管理職だけでなく、すべての労働者がハラ
スメントに関する正しい知識を身につけ、十分な理解と関心を深める必要があります。ハラスメ
ントの行為者には、自らの言動がハラスメントに該当するという自覚がないことも少なくありま
せん。また、ハラスメントの被害者やその周りにいる第三者も、それがハラスメントに該当する
のかどうか判断できないことによって被害の状況が拡大してしまうこともあります。
前述した事業主が講じなければならない措置の中でも、最初に「ハラスメントの内容を明確化
し、労働者に周知・啓発すること」が挙げられています。具体的には、就業規則等の社内規程に
よりハラスメントの定義や型、言動例を明確に記載して周知したり、ハラスメントに関する社内
説明会を実施することで、労働者への周知・啓発を行います。社外のハラスメントセミナー等に
参加することも有効な方法です。最も重要なことは、一度きりの取り組みで終わらせるのではな
く、定期的に繰り返し周知・啓発を行うことです。繰り返し周知・啓発を行うことで、ハラスメ
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ントに関する正しい知識が身につくだけでなく、「ハラスメントは絶対に許さない」という事業
主の姿勢を社内に浸透させることができます。

�社内のコミュニケーションを円滑にする
ハラスメントの発生を防止するためには、普段から社内のコミュニケーションの活性化や円滑
化を促す取り組みを行うことが重要です。風通しの良い職場環境を整えておけば、ハラスメント
行為に発展しかねない言動があった場合に、言動を受けた労働者や周りにいる第三者が注意した
りすることで、ハラスメントの発生を未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
社内のコミュニケーションを円滑にするためには、定期的に面談やミーティングを行うことが
大切です。コミュニケーションの手段が電子メール等に偏ってしまうと、意思の疎通を図るのが
困難になってくるため、直接会話ができる機会を確保するようにしましょう。また、部署や部門
の垣根を越えた委員会やプロジェクトチームを組織して活動させることも効果的です。職場での
自分の立場が悪化することを恐れて、直属の上司や距離の近い同僚にはハラスメントに関する相
談をすることを躊躇してしまうこともあります。閉鎖的な環境の中で問題が大きくなってしまう
事態を防ぐためにも、社内全体で広く人間関係を構築でき、情報交換がしやすい職場環境を整え
ておくことが重要です。
一人ひとりのコミュニケーション能力を向上させるために社内研修を実施することや、外部の
研修に参加させることも効果的です。パワハラに関しては、部下や後輩を注意・指導する際に感
情をコントロールできず、不適切な言動をしてしまうことが多いです。特に管理職に対しては、
感情をコントロールする手法を学ぶ研修を実施し、適切な注意・指導が行えるように教育する必
要があります。

�多様な働き方に関する理解を深める
雇用形態が多様化した現代の会社では、働き方に制約のない正社員のほかに様々な雇用形態が
存在しています。育児や介護をしながら働いている者、病気や障がいを抱えながら働いている
者、副業・兼業をしている者など理由は様々ですが、その多くが正社員とは異なり労働時間や就
業場所、業務内容等に制限があります。
雇用形態が多様化した背景には、わが国が抱える構造的な人手不足問題があります。労働力人
口が減少し続けているわが国では多くの会社が慢性的な人手不足の状況に陥っており、正社員だ
けでは必要な労働力や優秀な人材を確保することが困難なことから、様々な雇用形態を準備して
人材を迎え入れています。それにもかかわらず、正社員として働く労働者の中には、家庭の事情
で急に休んだり、残業ができなかったりする者に対して、「非協力的」や「責任感に欠けてい
る」などの誤った印象を抱いてしまう者がいます。
このような誤解を防ぐためには、社内の人事制度を整えることが有効です。正社員やパート、
アルバイト、契約社員、短時間社員、地域限定社員などの雇用形態ごとに、会社が求めている働
き方や役割、処遇方法等を明確にすることが、不公平感を払拭することにつながります。

５．ハラスメントの相談を受けたときの対応
そもそもハラスメントを発生させないことが最も重要であり、そのために前述したハラスメン
ト防止対策に取り組んでいただきたいのですが、どれだけ会社が対策を講じていたとしてもハラ
スメントが発生してしまうことはあります。しかし、事前にハラスメントの相談体制をしっかり
と整備しておき、相談を受けた際に迅速かつ適切な対応を取ることができれば、被害を最小限に

ｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０１１～０１７　経営のアドバイス  2023.03.08 11.47.57  Page 16 



経営のアドバイス

― １７ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

留めることができるかもしれません。会社にとってはハラスメントを受けた労働者を守ることは
当然ですが、悪質性の高くないハラスメントの場合は、行為者である労働者が受ける社会的ダ
メージについてもなるべく小さく抑えたいところです。
まず重要なことは、ハラスメントの相談窓口を労働者にとって利用しやすいものにすることで
す。就業規則等に規定するだけの形式的な相談窓口ではなく、相談窓口の担当者や利用方法を広
く労働者に周知することが必要です。相談に応じる手段についても面談だけでなく、電話やメー
ルなど複数の手段で相談することができるようにすることが望ましいです。また、ハラスメント
に該当するか否か判断するのが難しいような事案であっても遠慮なく相談することができるとい
うことも労働者に周知しましょう。
ハラスメントの相談を受けた際には、迅速に事実関係の確認をする必要があります。相談を受
けてから、誰がどのように対応するのかを検討するのでは迅速な対応を取ることは不可能です。
あらかじめ相談窓口の担当者と関係部署との連携や対応の手順についてマニュアル化しておき、
その上で個別事案ごとの事情や相談者の希望を考慮しながら、事実関係の確認を進めます。事実
関係の確認は相談者及び行為者の双方から聞き取りを行いますが、相談者と行為者の間で事実関
係に関する主張が一致せず事実確認が十分にできない場合には、第三者である周囲の労働者から
も事実関係の聞き取りを行います。第三者に事実関係の聞き取りを行う際には、相談者と行為者
どちらかの主張に引っ張られることがないように注意し、あくまで中立の立場に立って聞き取り
を行うことが重要です。
ハラスメントが発生している事実が確認できた場合には、速やかに行為者に対して適正な措置
を行う必要があります。ハラスメントの事実を確認できたにもかかわらず、問題を軽く考えて当
事者間での解決を促すような対応をしてしまうケースがありますが、それでは問題を大きくする
ばかりで解決に向かうことは決してありません。行為者に対しては就業規則やその他の社内規程
に定めた懲戒規定に従って適正な処分を下すだけでなく、自らの言動にどのような問題があった
のかを十分に理解させるための教育を行って再発防止を図ります。また、ハラスメントの相談者
が働きにくくなることを防ぐため、配置転換などにより相談者と行為者を引き離したりすること
も検討することになります。

おわりに
ハラスメントが企業に与える影響は、時に想像以上に大きいものとなります。ハラスメントの
被害を受けた労働者だけではなく、周りの他の労働者もハラスメントが発生するような会社では
働きたくないと感じて退職してしまうケースや、訴訟に発展したことにより企業イメージが損な
われるケースもあります。訴訟まで発展せずとも、現在はSNSなどによって簡単に情報が拡散さ
れてしまうため、ハラスメントの問題を放置するような会社の情報はあっという間に世間に晒さ
れてしまいます。
ハラスメントの行為者は、会社の中で比較的重要な役職に就いていることが多いです。会社と
しては、経営上重要な役割を担っている社員をハラスメント問題で失いたくないとの思いから、
問題を放置してしまうことも少なくありません。しかし、その判断が結果的に、会社に重大な被
害をもたらす可能性があるということを十分理解しなければなりません。
ハラスメントを発生させないことは、労働者を守るだけでなく、会社を守ることにもつながり
ます。法律に対応することだけを目的として取り組むのであれば、あまり効果は期待できませ
ん。積極的な姿勢でハラスメント防止対策に取り組んでいただき、ハラスメントを発生させない
職場環境を実現しましょう。
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― １８ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

首都：ハノイ市

国土面積：３２９，２４１�

人口：約９，７６２万人

GDP：３，４０６億USD

一人あたりGDP：３，４９８USD

主要産業（GDPに占める割合）

…農林水産業（１４．８５％）、

鉱工業・建築業（３３．７２％）、

サービス業（４１．６３％）

（上記情報は２０２０年時点）

はじめに

中国への過剰投資・一極集中を避ける『チャイナプラスワン』という言葉が製造業を中心に浸

透し、その受け皿として注目されているASEAN諸国。なかでもベトナムは低廉な人件費を背景

に、日本を含む外資系企業の進出が相次いでいます。近年では韓国の電子機器大手であるサムス

ン電子やLGエレクトロニクスがベトナムへの追加投資・生産体制の強化を発表するなど、韓国

からの投資が加速しています。

北海道庁がホームページで公開している「北海道データブック２０２２」によると、道内総生産に

占める製造業の割合は９．４％で、全国平均の２０．１％と比して半分以下の割合となっています。北

海道は製造業の割合が少ない分、「低コスト製造」を売りとするベトナムとのシナジーが薄いよ

うに思えてしまいますが、一方でベトナムはコロナ禍においても高い経済成長率を維持していた

ことから所得水準も上昇傾向にあり、マーケットとしての魅力も増しつつあります。本稿ではコ

ロナ禍を経たベトナム経済の現状と、北海道の強みである食の分野から見た海外展開の可能性に

ついて触れていきます。

１．データで見るベトナム基本情報

ベトナムは中国・ラオス・カン

ボジアに隣接する縦長・S字型の

国であり、首都は北部にあるハノ

イ市です。国土面積は日本の約９

割にあたる３２９，２４１�であり、日
本から九州を除いた国土面積とほ

ぼ同じです。ベトナム保健省の発

表によると、２０２３年中には人口が

１億人に達する見込であり、後述

する所得水準の向上も相まって経

済基盤は拡大傾向にあります。ま

たベトナム統計総局によると、首

都ハノイ市の人口が約８３３万人、

南部に位置する都市ホーチミンの人口は約９１６万人となっており、南北の両方に経済の中心地が

置かれています。

アジアニュース

マーケットとしての存在感が増すベトナムと
「Made in Hokkaido」の訴求力

出所：外務省

北洋銀行 国際部 海外展開支援グループ
ベトナム投資開発銀行（BIDV） ホーチミンジャパンデスク派遣

有岡 雅人
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アジアニュース

― １９ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

出所：JETRO・及びベトナム統計総局を基に筆者作成

（２０２２年実質GDP成長率は２０２２年１２月２９日時点のプレスリリース）

ベトナムでは国策として海外からの直接投資を積極的に受け入れており、高い経済成長率を維

持する要因の一つとなっています。日本からの直接投資額について見ていくと、２０１７年・２０１８年

は火力発電所建設関連投資もあり他国を抜いて１位の投資額となりました。その後は新型コロナ

ウイルスによる経済打撃もありベトナムへの投資は落ち込みましたが、２０２１年以降は回復の兆し

を見せています。他国の投資状況にも目を向けてみると、韓国・及びシンガポールからの投資が

旺盛であり、日本を含めた３か国のいずれかが毎年の投資額一位となることがほとんどです。

実質GDPの成長率についても、通常時は６％を上回る成長率を維持してきました。新型コロナ

の影響が直撃した２０２０年・２０２１年は３％を下回る水準まで落ち込んだものの、その反動もあって

か２０２２年の速報値では８．０２％と従来以上の伸び率となっています。

２．ベトナムの所得水準・消費志向

ベトナム全体の経済成長は、そのまま所得水準の向上に繋がっています。表１のとおり、２０２２

年７月には地域別最低賃金の改定があり、いずれの地域も２年前に比べて約６％の上昇となって

います。ハノイ市やホーチミン市等の都市部が属する地域１では４６８万VND（１VND＝０．００５６円

換算で約２万６千円）と日本に比べるとまだまだ低いですが、これはあくまで最低賃金であり、

自身のスキルを磨くことで好待遇企業への転職を行う「ジョブホッピング」の考え方が浸透して

いるベトナムで優秀な人材を確保し続けるためには、相応の職能給を上乗せする必要がありま

す。語学が堪能で業務経験の豊富な従業員に対しては、１，０００USD（約１３万５千円）以上の給料

を支払うことも珍しくはありません。
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― ２０ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

地域区分 ２０２０年１月 ２０２２年７月改訂
（千VND） （千VND） 上昇率 （USD）※

地域１
（ハノイ・ホーチミン等） ４，４２０ ４，６８０ ５．９％ ２００

地域２
（ダナン等） ３，９２０ ４，１６０ ６．１％ １７８

地域３
（ハイズオン省や

ビンフック省の一部地域）
３，４３０ ３，６４０ ６．１％ １５５

地域４
（その他地域） ３，０７０ ３，２５０ ５．９％ １３９

表１：地域別最低賃金（月額）

出所：ベトナム統計総局を基に作成

以下のグラフは２０１０年以降の月間平均所得の推移をまとめたものですが、都市部・全国平均と

も１０年前と比べて約２～３倍に引き上がっていることが確認できます。また消費志向については

同じ国でも南北で違いがあり、四季を有し時に厳しい寒暖差に見舞われる北部は消費よりも貯蓄

を重んじる傾向にありますが、気候が比較的安定している南部は積極的に消費へ回す傾向にあり

ます。

平均所得の増加は商品・サービスを提供する売り手としてはプラスの要因となる一方、ベトナ

ムに拠点を構えて経営する現地法人としてはコスト増の要因にもなりうるため、場合により日本

以上にこまめなコスト管理が必要となってきます。

※１USD＝２３，５００VNDで換算

出所：JETRO資料、及びベトナム政府議定No．３８／２０２２／ND-CPを基に作成
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― ２１ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

左の写真はホーチミン高島屋にある「HOKKAIDO SACHI」の店舗内の様子です。ベトナム人客

が利用者の大半を占めています。

右の写真はメニュー表です。日本語・英語表記のみでベトナム語表記はありませんが、すべての

メニューの画像を載せてあり、ベトナム人も利用しやすいレイアウトとなっています。（著者撮

影）

３．ベトナムにおける「Made in Hokkaido」の立ち位置

日本でも有数の食の宝庫である北海道は、ベトナムでも富裕層を中心として非常に高い知名度

を誇ります。一例として、現地でチェーン展開するローカル発の和食レストラン「HOKKAIDO

SACHI」は北海道産の海産物を直輸入して提供していますが、ピークタイムには寿司や刺身の盛

り合わせを注文するベトナム人客でほぼ満席となります。その他にも様々な飲食店で「Hok-

kaido」の名を冠した商品が展開されており、北海道ブランドの根強い人気がうかがえます。

残念ながらベトナムでは「Louis Vuitton」や「CHANEL」といった有名ブランドの模造品の流

通が後を絶たず、飲食物についても同様の事象が発生しています。北海道というブランドにあや

かり、道産食材を使っていないにもかかわらず「Hokkaido」と名前の付いた飲食物も数多くある

のが実態です。それらは本物の道産食材を使用したものよりも安価であることが大半であり、実

際に北海道の食品をベトナムで販売する場合に価格面で太刀打ちできなくなる可能性がありま

す。そのためベトナムへの食品輸出や飲食店の現地展開等を検討する場合、同ジャンルでの模造

品は無いか、価格差を埋められるだけの品質面の差別化が可能かといった事前調査が肝要となっ

てきます。
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アジアニュース

― ２２ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

サイゴン中央郵便局付近の様子。アフターコロナ体制への移行に伴い外国人観光客が増加傾向に

ありますが、各観光地にはベトナム人も数多く見られ、それぞれSNSに投稿するための記念撮影

に勤しんでいます。（著者撮影）

前頁でご紹介した「HOKKAIDO SACHI」の

店舗の入口にある食品サンプル。

洗練されたデザインや、思わず目を引くよう

なユニークなデザインのものがあります。（著

者撮影）

４．ベトナムにおけるSNSマーケティングの重要性

ベトナム向けのビジネスを行う場合には、SNSを利用したマーケティングは今や必須と言って

も過言ではありません。ベトナムでは情報収集やビジネス、語学、更には就職活動に至るまで、

様々な分野においてFacebookなどのSNSが活用されており、ある種日本以上にSNS自体が広く生

活に浸透しています。

ソーシャルメディアの統計サイト「DATARE-

POTRAL」によると、ベトナムの２０２２年時点での

スマートフォン所有率は９７．６％、Facebook利用率

は全体（アカウントを作成できる“１３歳以上”の

人口）の８９．５％とされており、実際に現地で生活

している中でも観光地やレストランで写真を撮っ

てSNSに投稿するベトナム人がそこかしこに見受

けられます。新しい物好きな傾向のあるベトナム

人に長期的に自社商品・サービスを選んでもらう

ためには、それらの質は勿論のこと、写真映えす

るような店構えや盛り付け・パッケージングなど

の工夫が必要となります。
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おわりに

新型コロナウイルスの影響が収まらない中ではありますが、２０２３年は日越国交樹立５０周年とい

う節目の年であり、様々な記念事業が両国で開催される予定となっています。海外ビジネスにご

興味をお持ちの方がいらっしゃれば、是非これを機会にベトナムにも注目し、その文化に触れて

みてはいかがでしょうか。

北洋銀行国際部では、ベトナムの国営商業銀行のひとつであるベトナム投資開発銀行（通称

BIDV）に職員１名を派遣し、現地情報収集や現地視察のサポート、会計・税務等各種専門家の

ご紹介、現地金融サービスの提供など、お客さまの海外進出に向けた様々なソリューションメ

ニューをご用意しております。更なる経済発展が期待されるベトナムにおいて、今後新たなビジ

ネスをご検討される際には、北洋銀行 国際部 海外展開支援グループまでお気軽にご相談下さ

い。
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― ２４ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

増

加

理

由

人口の高齢化 高齢者ほど前立腺がんになりやすい

検査方法の進歩 従来看過されていた初期のがんが発見できるようになった

食事、食生活
の変化

高カロリー、高脂肪食がリスクを高める

危

険

因

子

人 種 欧米人は日本人より２～５倍リスクが高い

年 齢 加齢とともにリスクが増加

家族歴
父親・兄弟が前立腺がんの場合、２～５倍かかりやすい
家系内の女性が乳がん・卵巣がんの場合、リスクが上昇

図表１ 前立腺がんの増加理由と危険因子

検査方法

PSA検査

直腸診

超音波検査

PSA関連検査
�
�
�
�

PSA濃度、％フリーPSA、
プロステート ヘルス インデックス、

PSA年間増加度

�
�
�
�

MRI

前立腺針生検

図表２ 前立腺がんの診断に必要な検査

検
査
の
流
れ

コラム 人生１００年時代を生きる

お父さんの健康を守るには健康な前立腺が必要
たかが・・・、されど・・・

第２回 増加している前立腺がんの診断に必要なこと

１．前立腺がんは増えている
前回は血液中のPSAによるがんの早期発見について述べました。しかし、そもそも前立腺がんは増えて

いるのでしょうか？２０１６年７月の新聞�で男性では新しく前立腺がんと診断される年間患者数（９２，６００
人、２０１５年データ）がとうとう胃がん（９１，３００人）を超えたと報道されました。２０１２年の論文	ではこう
なるのは２０２０年以降と予想されていたので、予想以上のスピードで増えました。最も新しい２０１８年のデー
タによれば、この年に新たに診断された前立腺がんの患者数は９８，２３２人でこれは男性で最も多く、次いで
大腸がん（結腸＋直腸）８６，４１４人、胃がん８６，９０５人、肺がん８２，０４６人と続きます
。

２．前立腺がんが増えている理由、かかりやすい危険因子
前立腺がんの増加には３つの理由があ

ります（図表１）。このがんは加齢とと
もに急激に患者数が増加するので、高齢
者人口の増加は患者数増加の１つの理由
とされています。前回説明したPSA検査
の普及も増加に関係しています。食生活
習慣の変化（高カロリー、高脂肪食）も
関係しているようです。大腸がん、乳が
んの増加も同様の理由であり、これが低
カロリー、低脂肪の日本料理が改めて見
直されている所以です。前立腺がんにかかりやすい危険因子はいくつかわかっています。１つは人種で
す。欧米人は日本人と比較するとかかりやすいようです。第２は年齢です。第３は家族歴です。日本の最
近の報告でも父親、兄弟が前立腺がんであれば、本人のがんの確率は上昇するとされています�。家族あ
るいは親戚内に前立腺がんの人がいた場合には、少なくとも４０歳の時点で一度PSAを調べておくことも必
要です。最近では家系内の女性の乳がん、卵巣がんの発生と前立腺がんのリスクとの関係も疑われていま
す�。

３．前立腺がんの診断に必要なこと
最終的に前立腺がんと診断するまでには図表２の検査が必要

です�。直腸診ではがんを疑わせる硬結がないか、超音波検査
ではがん特有の画像所見がないかを調べます。いずれの検査で
も前立腺外への拡がりにも注意します。PSA検査の欠点を補う
ためにいくつかの工夫（図表２ PSA関連検査）がなされてい
ますが、ここでは省略します。
以上の検査でがんが強く疑われた場合には前立腺のMRI検査

を行います。最終的に前立腺がんと診断するためには前立腺の
組織を一部採取する前立腺針生検が必要です。外来での局所麻
酔でも実施可能です。超音波で前立腺を見ながら１０‐１２か所以
上ほぼ決められた場所から組織を取ります。採取した前立腺組
織の染色標本を顕微鏡で観察し、がんを最終診断します。

４．前立腺針生検のタイミング
血液中のPSAが基準値を超えたら基本的に生検を考慮します。そのうえで年齢や他の検査所見（直腸

診、超音波、PSA関連検査、MRI）を参考にして最終決定します。一方、PSAが１０以上であれば特別な理
由がない限りすぐに生検を行うべきです。

参考文献
� がん新患者 年１００万人．朝日新聞．朝刊，２０１６‐０７‐１５．
	 祖父江友孝．前立腺がん罹患者数の将来予測．がん・統計白書２０１２．篠原出版新社，２０１２．

 がんの統計編集委員会．がんの統計２０２２．公益財団法人がん研究振興財団，２０２２．
� 日本泌尿器科学会．前立腺癌 診療ガイドライン２０１６年版．メディカルレビュー社，２０１６．
� 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構．遺伝性乳癌卵巣癌（HBOC）診療ガイドライン２０２１年版．

https : //johboc.jp/guidebook_2021.
２０２３年３月１０日 北海道二十一世紀総合研究所 塚本 泰司

（前 札幌医科大学 理事長・学長）
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１５年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０１８年度 ９８．２ △２．１ １０３．８ ０．３ ９８．２ △３．２ １０２．６ ０．２ １０１．２ ３．３ ９８．９ ０．２
２０１９年度 ９２．６ △５．７ ９９．９ △３．８ ９２．１ △６．２ ９８．９ △３．６ １０８．８ ７．５ １０１．７ ２．８
２０２０年度 ８３．３ △１０．０ ９０．３ △９．６ ８３．３ △９．６ ８９．２ △９．８ ８５．４ △２１．５ ９１．５ △１０．０
２０２１年度 ８８．６ ６．４ ９５．５ ５．８ ８９．５ ７．４ ９３．３ ４．６ ８７．８ ２．８ ９７．７ ６．８

２０２１年１０～１２月 ８６．３ △４．２ ９４．９ ０．２ ８６．８ △５．０ ９２．４ ０．２ ８９．１ ０．９ ９９．９ ２．０
２０２２年１～３月 ８８．８ ２．９ ９５．７ ０．８ ８８．４ １．８ ９２．９ ０．５ ９１．１ ２．２ １００．９ １．０

４～６月 ８７．５ △１．５ ９３．１ △２．７ ８９．２ ０．９ ９２．０ △１．０ ８８．３ △３．１ ９９．６ △１．３
７～９月 ８６．０ △１．７ ９８．５ ５．８ ８５．５ △４．１ ９５．８ ４．１ ８６．８ △１．７ １０３．８ ４．２
１０～１２月 r ８４．１ △２．２ ９５．５ △３．０ r ８４．４ △１．３ ９３．２ △２．７ r ８７．６ ０．９ １０３．２ △０．６

２０２２年 １月 ８８．５ ３．１ ９４．３ △２．４ ８９．０ ３．７ ９２．７ △１．５ ９２．３ ３．６ ９９．２ △０．７
２月 ８７．２ △１．５ ９６．２ ２．０ ８７．４ △１．８ ９２．７ ０．０ ８９．４ △３．１ １０１．３ ２．１
３月 ９０．７ ４．０ ９６．５ ０．３ ８８．９ １．７ ９３．３ ０．６ ９１．１ １．９ １００．９ △０．４
４月 ９０．８ ０．１ ９５．１ △１．５ ９２．３ ３．８ ９３．０ △０．３ ９１．５ ０．４ ９８．６ △２．３
５月 ８６．６ △４．６ ８８．０ △７．５ ８９．４ △３．１ ８９．２ △４．１ ８８．９ △２．８ ９７．７ △０．９
６月 ８５．１ △１．７ ９６．１ ９．２ ８６．０ △３．８ ９３．７ ５．０ ８８．３ △０．７ ９９．６ １．９
７月 ８６．１ １．２ ９６．９ ０．８ ８４．６ △１．６ ９４．８ １．２ ８７．０ △１．５ １００．２ ０．６
８月 ８６．３ ０．２ １００．２ ３．４ ８５．７ １．３ ９７．５ ２．８ ８６．７ △０．３ １００．９ ０．７
９月 ８５．６ △０．８ ９８．５ △１．７ ８６．３ ０．７ ９５．１ △２．５ ８６．８ ０．１ １０３．８ ２．９
１０月 ８６．９ １．５ ９５．３ △３．２ ８８．２ ２．２ ９３．５ △１．７ ８６．８ ０．０ １０３．３ △０．５
１１月 ８３．２ △４．３ ９５．５ ０．２ ８２．６ △６．３ ９３．４ △０．１ ８８．０ １．４ １０３．６ ０．３
１２月 r ８２．１ △１．３ ９５．８ ０．３ r ８２．４ △０．２ ９２．６ △０．９ r ８７．６ △０．５ １０３．２ △０．４

２０２３年 １月 p８１．６ △０．６ ９０．７ △５．３ p８２．９ ０．６ ８９．２ △３．７ p８９．６ ２．３ １０２．２ △１．０

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

百貨店・スーパー販売額
百貨店・スーパー計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０１８年度 ９６５，８７１ ０．４ １９５，４７７△０．４ ２００，４５９ △０．４ ６３，９８１ △２．１ ７６５，４１１ ０．６ １３１，４９７ ０．５
２０１９年度 ９５６，６０６△１．４ １９３，４５７△１．６ １８６，２９０ △７．１ ６０，４２５ △５．６ ７７０，３１７ ０．１ １３３，０３２ ０．２
２０２０年度 ９７０，２４１△３．４ １９６，２９７△５．１ １３５，１５２ △２７．５ ４５，６１２ △２４．５ ８３５，０８９ ２．０ １５０，６８５ ２．９
２０２１年度 ９７８，０４１ ０．８ １９９，９７８ １．９ １４４，７６３ ７．１ ４９，６８３ ８．９ ８３３，２７７ △０．２ １５０，２９５ △０．３

２０２１年１０～１２月 ２６５，８５０ １．５ ５４，９８８ １．６ ４７，１２６ １３．２ １５，７７３ ６．４ ２１８，７２４ △０．８ ３９，２１６ △０．２
２０２２年１～３月 ２３８，４８８ ０．６ ４８，８５６ １．９ ３５，４９３ △１．２ １２，３８９ ５．６ ２０２，９９５ ０．９ ３６，４６６ ０．７

４～６月 ２４２，２４９ ３．５ ４９，７８７ ５．１ ３７，９２１ ２９．０ １３，０５８ ２５．３ ２０４，３２８ △０．２ ３６，７２９ △０．６
７～９月 ２４６，６３４ ２．９ ５０，７７８ ４．１ ３９，７４１ ２１．３ １２，９３９ １６．６ ２０６，８９３ ０．０ ３７，８３９ ０．４
１０～１２月 ２７６，１８５ ３．９ ５７，１８２ ４．０ ５０，７０２ ７．６ １６，６８３ ５．８ ２２５，４８３ ３．１ ４０，４９９ ３．３

２０２２年 １月 ８１，１４３ ０．６ １６，７６７ ３．０ １２，０１８ ７．０ ４，１６３ １４．５ ６９，１２５ △０．４ １２，６０４ △０．３
２月 ７３，８５５△１．１ １５，０３６ ０．５ ９，５４４ △１３．２ ３，５１６ △１．８ ６４，３１１ １．０ １１，５２０ １．２
３月 ８３，４９０ ２．１ １７，０５３ ２．１ １３，９３０ １．７ ４，７１１ ４．２ ６９，５６０ ２．２ １２，３４２ １．３
４月 ７９，９８２ ２．６ １６，２４３ ４．６ １２，２１４ １３．１ ４，１８１ １８．２ ６７，７６８ ０．９ １２，０６２ ０．６
５月 ８１，６５８ ６．４ １６，８０９ ９．１ １２，７２４ ５７．４ ４，３０１ ５５．３ ６８，９３４ ０．４ １２，５０９ △１．１
６月 ８０，６０９ １．５ １６，７３５ １．９ １２，９８２ ２３．６ ４，５７７ １１．２ ６７，６２７ △１．９ １２，１５８ △１．２
７月 ８４，６９０ ３．１ １７，７０４ ３．３ １４，２４１ １７．８ ４，８５４ ８．９ ７０，４４９ ０．６ １２，８５０ １．３
８月 ８２，２６４ １．７ １６，７７６ ４．３ １２，１３６ ２４．２ ３，８６９ ２４．７ ７０，１２７ △１．４ １２，９０７ △０．５
９月 ７９，６８０ ４．１ １６，２９９ ４．７ １３，３６４ ２２．６ ４，２１７ １９．１ ６６，３１６ １．０ １２，０８３ ０．５
１０月 ８３，２６２ ３．７ １７，３２６ ４．９ １４，５９９ ９．３ ４，７３０ １０．９ ６８，６６３ ２．６ １２，５９５ ２．８
１１月 ８４，２４８ ２．８ １７，５９０ ３．０ １４，８６９ ４．０ ５，１７７ ４．１ ６９，３７９ ２．５ １２，４１３ ２．６
１２月 １０８，６７４ ４．９ ２２，２６６ ４．１ ２１，２３３ ９．１ ６，７７６ ３．７ ８７，４４１ ３．９ １５，４９０ ４．２

２０２３年 １月 ８７，３４１ ７．６ １７，６８１ ５．５ １５，０２３ ２５．０ ４，７６４ １４．４ ７２，３１８ ４．６ １２，９１６ ２．５

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■百貨店・スーパー販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■２０２０年３月に対象事業所の見直しを行ったため、これに関わる前年（度、同期、同月）比増減率は、ギャップを調整するリンク
係数で処理した数値で計算している。

主要経済指標（１）

― ２５ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

ｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０２５～０２９　主要経済指標  2023.03.22 16.32.36  Page 25 



年月

専門量販店販売額
家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０１８年度 １４４，９８４ ２．６ ４４，２０３ ２．１ ２６５，８６７ ４．３ ６４，６６７ ５．３ １３３，９７７ ２．８ ３２，７７５ △０．４
２０１９年度 １４９，０７０ ２．８ ４５，２１１ ２．２ ２８３，４９０ ６．６ ７０，０９６ ７．１ １３３，４０９ △０．４ ３３，０１０ ０．７
２０２０年度 １５５，９６１ ４．６ ４９，１７２ ８．４ ２８１，６９０ △０．６ ７２，３４２ ３．２ １４０，４４９ ５．３ ３５，２１１ ６．７
２０２１年度 １５１，７５９△２．７ ４６，８７９△４．７ ２８２，２７４ ０．２ ７３，９２２ ２．２ １３８，４３７ △１．４ ３３，６８３ △４．３

２０２１年１０～１２月 ３８，３７４△７．６ １１，８１８△６．２ ６９，７３０ △１．３ １８，５７１ ２．２ ３６，５９２ △０．９ ８，８０７ △２．９
２０２２年１～３月 ３８，８７９△２．１ １２，１１５△０．９ ６８，７１８ ２．１ １８，２０２ ４．９ ２５，８２４ △４．４ ７，４２２ △２．９

４～６月 ３６，５３４ ５．２ １１，１３８△０．１ ７１，１７４ ０．９ １８，８４６ ２．７ ３９，９９２ △１．０ ８，８９７ △２．１
７～９月 ３５，８９３△９．１ １１，６４１△０．３ ７５，１５３ ２．５ １９，９０６ ５．９ ３４，３８８ △３．４ ８，１８６ △２．１
１０～１２月 ３７，４６９△２．４ １１，９５０ １．１ ７４，０９６ ６．３ ２０，１３３ ８．４ ３７，６１９ ２．８ ８，９１５ １．２

２０２２年 １月 １２，７６０△５．８ ４，１９９△２．５ ２３，８９９ △１．２ ６，１７５ ５．７ ９，０５４ △１．２ ２，５０５ △２．６
２月 １０，２３４△９．５ ３，４２３△２．０ ２３，４６７ ５．９ ５，８０２ ４．５ ７，３６３ △４．１ ２，２４６ △４．１
３月 １５，８８５ ６．８ ４，４９３ １．６ ２１，３５２ １．９ ６，２２５ ４．６ ９，４０７ △７．５ ２，６７１ △２．２
４月 １２，５６２ ８．８ ３，５５５ ０．７ ２３，９４３ ２．２ ６，１８９ ３．１ １３，４３２ ４．８ ２，９８６ △１．５
５月 １２，３１３ ６．９ ３，６８１△３．９ ２３，３１８ ２．８ ６，２８４ １．７ １４，４７８ ０．０ ３，１０１ △３．９
６月 １１，６５９△０．２ ３，９０２ ２．８ ２３，９１３ △２．１ ６，３７３ ３．３ １２，０８２ △７．８ ２，８１０ △０．７
７月 １２，９０４△１２．３ ４，２５０△３．９ ２４，５７８ ２．３ ６，７６４ ６．８ １２，４８７ △５．２ ２，８７４ △２．２
８月 １０，９４８△１３．６ ３，６１４△２．３ ２５，８３４ ２．８ ６，７７４ ５．３ １１，３７３ △２．０ ２，７４２ △１．１
９月 １２，０４１△０．４ ３，７７７ ６．４ ２４，７４１ ２．５ ６，３６９ ５．６ １０，５２８ △２．８ ２，５６９ △３．２
１０月 １１，６６８△１．２ ３，５１６ ０．１ ２３，８４５ ４．１ ６，４４６ ６．０ １１，８８７ ２．７ ２，８４６ １．７
１１月 １１，３７６△３．９ ３，５８９ ０．３ ２４，７０７ ７．４ ６，３７３ ７．９ １１，１８２ △０．１ ２，６７３ △１．３
１２月 １４，４２５△２．０ ４，８４５ ２．５ ２５，５４４ ７．２ ７，３１４ １１．１ １４，５５０ ５．３ ３，３９６ ２．９

２０２３年 １月 １３，４２４ ５．２ ４，１８４△０．３ ２６，３３８ １０．２ ６，４８２ ５．０ ８，９４５ △１．２ ２，４６９ △１．４

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■ドラッグストアの一部事業所の数値の訂正があり、２０１８年１月～１２月分まで遡及して訂正（年間補正）を行ったため、これに関
わる前年（度、同期、同月）比増減率は、リンク係数で処理した数値で計算している。

年月

コンビニエンスストア販売額 消費支出（二人以上の世帯） 来道者数 外国人入国者数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 北海道

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 円 前 年 同
月比（％） 円 前 年 同

月比（％） 千人 前 年 同
月比（％） 千人 前 年 同

月比（％）
２０１８年度 ５７３，４０８ １．４ １２０，５０５ ２．１ ２５５，２１０ △３．５ ２８９，００７ １．６ １３，５４６ △１．７ １，８８４ ８．５
２０１９年度 ５８２，４１４ １．６ １２１，７４８ １．０ ２７２，９７６ ７．０ ２９１，２３５ ０．８ １３，２６７ △２．１ １，５８４ △１５．９
２０２０年度 ５６２，６６４△３．４ １１５，６００△５．０ ２６４，５９０ △３．１ ２７６，１６７ △５．２ ４，６０１ △６５．３ ０ △１００．０
２０２１年度 ５７３，７９２ ２．０ １１８，０４３ ２．４ ２６３，７３３ △０．３ ２８０，９３５ １．７ ６，３７６ ３８．６ ０ △５７．１

２０２１年１０～１２月 １４４，２００ ０．９ ３０，０９５ ０．９ ２７２，６８１ △０．８ ２９２，０７７ △０．１ ２，１４１ ２８．６ ０ △１００．０
２０２２年１～３月 １３６，１６９ ３．４ ２８，２１８ １．８ ２７１，３８４ ７．２ ２８４，３１６ ２．８ １，５６５ ６６．８ ０ △１００．０

４～６月 １４６，１２５ ４．６ ３０，０９３ ３．５ ２６５，１８２ △０．３ ２８９，６９４ ３．２ ２，３１４ １２１．６ ０ －
７～９月 １５９，７４０ ３．９ ３１，７７０ ３．７ ２６８，３７４ ９．６ ２８５，４２９ ７．１ ３，３１３ １０３．８ ４６８１３３．３
１０～１２月 １５４，６６９ ７．３ ３１，９１６ ６．０ ３１９，６７２ １７．２ ３０４，０２２ ４．１ ２，９４５ ３７．６ １３０ －

２０２２年 １月 ４６，１３３ ３．８ ９，５３７ ２．９ ２７１，６４４ １２．９ ２８７，８０１ ７．５ ５４８ １２６．８ ０ △１００．０
２月 ４２，６１２ ３．３ ８，７２１ ０．６ ２６２，４８１ １６．７ ２５７，８８７ ２．２ ３７８ ５３．３ ０ －
３月 ４７，４２４ ３．０ ９，９６０ １．７ ２８０，０２７ △４．７ ３０７，２６１ △０．８ ６３９ ４１．９ ０ －
４月 ４７，３００ ３．９ ９，８７３ ２．７ ２８２，４５７ ３．８ ３０４，５１０ １．２ ６４８ ５８．９ ０ －
５月 ４９，０９３ ５．５ １０，０７８ ３．５ ２５８，８３６ △４．４ ２８７，６８７ ２．４ ７８５ １４７．９ ０ －
６月 ４９，７３２ ４．３ １０，１４１ ４．２ ２５４，２５２ △０．４ ２７６，８８５ ６．４ ８８１ １７５．６ ０ －
７月 ５４，５１１ ３．７ １０，８４４ ３．４ ２６０，２４７ １．７ ２８５，３１３ ６．６ １，０５４ ８６．４ １４６７００．０
８月 ５３，９９８ ５．３ １０，７２０ ５．２ ２７９，４０２ １５．９ ２８９，９７４ ８．８ １，２０５ ９７．４ ２ －
９月 ５１，２３１ ２．８ １０，２０６ ２．３ ２６５，４７３ １１．６ ２８０，９９９ ５．９ １，０５３ １３４．１ ０１４８３３．３
１０月 ５１，４７８ ８．３ １０，５７７ ６．５ ２９５，２４５ ２２．４ ２９８，００６ ５．７ １，０４４ ６４．７ ２ －
１１月 ４９，０６９ ７．４ １０，３２４ ７．９ ３２６，４４４ ２１．９ ２８５，９４７ ３．２ ９１８ ３３．０ ２３ －
１２月 ５４，１２２ ６．２ １１，０１４ ３．９ ３３７，３２７ ９．１ ３２８，１１４ ３．４ ９８３ ２０．４ １０５ －

２０２３年 １月 ４８，７８２ ５．７ ９，９２４ ４．１ ２７３，００６ ０．５ ３０１，６４６ ４．８ ８１６ ４８．９ p １２４ －

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省、北海道 �北海道観光振興機構 法務省

■コンビニエンスストア販売額の前年同月比は全店
ベースによる。

■年度および四半期の数値は月平均
値。

■「p」は速報値。

主要経済指標（２）

― ２６ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

ｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０２５～０２９　主要経済指標  2023.03.17 17.32.23  Page 26 



年月

新設住宅着工戸数 民間非居住用建築物着工床面積 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 千㎡ 前 年 同
月比（％） 千㎡ 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２０１８年度 ３５，７６１ △３．５ ９，５２９ ０．７ １，８６８ △５．８ ４６，０３７ △２．７ １０４，３６４ ２．８
２０１９年度 ３２，４８６ △９．２ ８，８３７ △７．３ １，７５６ △６．０ ４３，０１９ △６．６ １０４，０３６ △０．３
２０２０年度 ３１，７７２ △２．２ ８，１２２ △８．１ １，８５２ ５．５ ４０，０３０ △６．９ ９４，８７０ △８．８
２０２１年度 ３２，０９１ １．０ ８，６５９ ６．６ １，７３２ △６．５ ４３，７３８ ９．３ １０３，７３３ ９．３

２０２１年１０～１２月 ８，０６７ ４．５ ２，１９８ ６．１ ３５０ ３３．６ １２，７７７ ３２．０ ２５，６６０ ６．４
２０２２年１～３月 ４，９７６ △１３．７ ２，００４ ４．９ ３３９ ３．０ ９，７０３ △１．４ ２８，５２８ ６．１

４～６月 ８，９９５ △８．９ ２，１８０ △１．４ ４９６ △２４．０ １２，７４７ ９．１ ２６，８５４ １０．８
７～９月 ８，７８２ △４．２ ２，２４６ △０．０ ３９３ ０．６ １１，６２７ ２１．４ ２７，３０２ ７．９
１０～１２月 ７，０５１ △１２．６ ２，１６２ △１．６ ２４７ △２９．３ ９，５５９ △２５．２ ２４，７３５ △３．６

２０２２年 １月 １，１１６ △３０．５ ５９７ ２．１ ４７ △６３．６ ２，９３７ △１．７ ７，１１６ ５．１
２月 １，３６８ △９．１ ６４６ ６．３ １３２ １３３．８ ３，４５９ １２．３ ７，１１３ ４．３
３月 ２，４９２ △６．１ ７６１ ６．０ １６０ １１．７ ３，３０６ △１２．３ １４，２９９ ７．６
４月 ３，２３３ △６．８ ７６２ ２．２ １４０ ４１．３ ４，５０２ ２２．２ ９，２９０ １９．０
５月 ２，５３９ △１８．３ ６７２ △４．３ １１８ △４３．２ ３，７０６ △７．０ ７，６８９ ７．４
６月 ３，２２３ △２．４ ７４６ △２．２ ２３８ △３１．１ ４，５３９ １３．１ ９，８７５ ６．５
７月 ３，１０３ ７．４ ７３０ △５．４ １５５ １３．７ ４，６３７ ３２．６ ８，６５６ １２．８
８月 ３，１８０ ６．１ ７７７ ４．６ １０２ △２５．２ ３，７００ ３３．５ ８，０４５ ９．７
９月 ２，４９９ △２３．９ ７３９ １．０ １３６ １５．４ ３，２９０ △０．５ １０，６０１ ２．９
１０月 ２，６５７ △１２．７ ７６６ △１．８ １０６ △３４．４ ３，２３８ △３３．９ ７，７４５ ０．４
１１月 ２，４０７ △１７．９ ７２４ △１．４ ８８ ５．１ ３，１６３ △７．３ ７，７７０ △３．７
１２月 １，９８７ △５．０ ６７２ △１．７ ５４ △４８．９ ３，１５８ △２９．３ ９，２２１ △６．６

２０２３年 １月 １，０３３ △７．４ ６３６ ６．６ ７８ ６６．２ ３，５９０ ２２．２ ７，４３８ ４．５

資料 国土交通省 国土交通省 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２０１８年度 １７８，５３３ △２．８ ６１，２０８ △２．５ ６０，８４１ △４．１ ５６，４８４ △１．８ ４，３６３，６０８ ０．３
２０１９年度 １７０，６０２ △４．４ ５８，９０７ △３．８ ５７，８３４ △４．９ ５３，８６１ △４．６ ４，１７３，１８６ △４．４
２０２０年度 １５４，３９１ △９．５ ５２，９６４ △１０．１ ４９，６７７ △１４．１ ５１，７５０ △３．９ ３，８５９，２５０ △７．５
２０２１年度 １３９，８６８ △９．４ ５２，３１０ △１．２ ４１，８１５ △１５．８ ４５，７４３ △１１．６ ３，４７７，６０８ △９．９

２０２１年１０～１２月 ３０，０４５ △１８．１ １１，３３９ △１５．１ ８，８３４ △１８．８ ９，８７２ △２０．８ ８０２，３０５ △１９．１
２０２２年１～３月 ３７，８５９ △１３．９ １４，１２２ △１１．３ １１，３７１ △１０．２ １２，３６６ △１９．８ ９８８，６８６ △１７．４

４～６月 ３３，８７０ △８．５ １２，２００ △８．８ １０，９３９ △１．０ １０，７３１ △１４．７ ７２４，２２５ △１５．５
７～９月 ３６，８４８ ５．４ １４，６０５ ８．４ １０，８９５ ３．２ １１，３４８ ３．９ ８４７，１８９ ２．１
１０～１２月 ３４，１２０ １３．６ １２，６６５ １１．７ ９，４８３ ７．３ １１，９７２ ２１．３ ８８８，７１９ １０．８

２０２２年 １月 ９，６１８ △８．３ ３，５５３ △１０．４ ３，１１１ １０．８ ２，９５４ △２０．５ ２７２，４４５ △１６．１
２月 １０，０３５ △１５．６ ３，３２７ △２１．５ ３，０２３ △６．６ ３，６８５ △１６．４ ２８９，８４８ △１９．９
３月 １８，２０６ △１５．８ ７，２４２ △６．１ ５，２３７ △２０．９ ５，７２７ △２１．４ ４２６，３９３ △１６．５
４月 １１，８５０ △６．９ ４，４９８ ４．０ ３，７７１ △９．２ ３，５８１ △１５．６ ２４４，２９２ △１５．３
５月 ９，３４６ △１８．１ ３，２８８ △１７．２ ２，９４０ △８．２ ３，１１８ △２６．３ ２１１，８５６ △２２．０
６月 １２，６７４ △１．６ ４，４１４ △１３．１ ４，２２８ １４．５ ４，０３２ △１．８ ２６８，０７７ △９．６
７月 １３，１３９ △４．７ ５，１５５ △１．１ ３，９７５ △１３．１ ４，００９ ０．０ ２８８，１４５ △６．９
８月 １０，２２４ △６．７ ４，０２１ △１．３ ３，１０９ △７．４ ３，０９４ △１２．３ ２３４，１４３ △１１．２
９月 １３，４８５ ３２．１ ５，４２９ ２９．６ ３，８１１ ４４．８ ４，２４５ ２５．４ ３２４，９０１ ２６．４
１０月 １２，０３３ ２９．５ ４，２８３ ２０．１ ３，６９３ ３６．７ ４，０５７ ３４．１ ２９５，８０９ ２８．３
１１月 １２，０４１ ９．０ ４，３１７ １１．４ ３，３５３ △０．４ ４，３７１ １４．９ ３０２，５１１ ３．７
１２月 １０，０４６ ３．５ ４，０６５ ４．３ ２，４３７ △１１．９ ３，５４４ １６．５ ２９０，３９９ ３．７

２０２３年 １月 １１，５３３ １９．９ ４，９９９ ４０．７ ２，６１０ △１６．１ ３，９２４ ３２．８ ３１９，８７０ １７．４

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（３）

― ２７ ― ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

ｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０２５～０２９　主要経済指標  2023.03.22 16.32.59  Page 27 



年月

公共工事請負金額 有効求人倍率 新規求人数（常用） 完全失業率（常用）
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
倍
原数値 人 前 年 同

月比（％） 人 前 年 同
月比（％）

％
原数値

２０１８年度 ８５７，２６９ △２．９ １４０，６８０ １．１ １．１７ １．４６ ３２，９６９ １．６ ８６６，０５５ １．５ ２．９ ２．４
２０１９年度 ９５６，２２７ １１．５ １５０，２５５ ６．８ １．１９ １．４１ ３２，０９１ △２．７ ８２７，４６７ △４．５ ２．５ ２．４
２０２０年度 ９８１，９５１ ２．７ １５３，６５８ ２．３ ０．９６ １．０１ ２７，７７５ △１３．４ ６５８，８３８ △２０．４ ３．１ ２．９
２０２１年度 ９６２，７１７ △２．０ １４０，５０３ △８．６ ０．９８ １．０５ ２９，６２３ ６．７ ７１８，７１９ ９．１ ３．１ ２．８

２０２１年１０～１２月 ７０，６７０ △１８．４ ２５，１６０ △１５．０ １．０１ １．１０ ２９，２６５ ６．１ ７２８，０１８ １０．６ ３．０ ２．６
２０２２年１～３月 １４８，９８９ １０．７ ２５，６０５ △８．５ １．０１ １．１４ ３１，４０７ ５．８ ７７４，７７３ ９．４ ３．１ ２．７

４～６月 ４９２，１７８ △６．２ ４９，２９６ △４．４ １．０１ １．０７ ３２，６７７ １３．３ ７６６，５５６ １３．２ ３．７ ２．７
７～９月 ２１４，０４０ △２．１ ３７，４７１ △１．８ １．１３ １．１７ ３３，１９０ １４．５ ７７７，６１３ １１．９ ３．１ ２．６
１０～１２月 ６５，４６１ △７．４ ２３，８０２ △５．４ １．１７ １．２７ ３１，３２８ ７．１ ７７９，００２ ７．０ ２．７ ２．４

２０２２年 １月 １１，６０９ ２６．９ ５，２０９ △１７．７ １．００ １．１４ ３０，１０２ ６．９ ７８３，２９２ １３．０ ↑ ２．７
２月 １６，３６６ １６．７ ５，８９７ △９．１ １．０２ １．１４ ３０，３５７ ９．３ ７４２，２９０ ８．１ ３．１ ２．６
３月 １２１，０１３ ８．６ １４，４９９ △４．３ １．０３ １．１３ ３３，７６３ １．９ ７９８，７３６ ７．３ ↓ ２．６
４月 １８４，７３４ △９．８ ２０，１０５ △４．０ １．００ １．０６ ３４，８１０ １３．５ ７７２，６９５ １１．９ ↑ ２．７
５月 １４４，１８６ △６．３ １２，６７２ △１０．３ １．００ １．０６ ２９，８５３ １４．３ ７２６，７４７ １６．６ ３．７ ２．８
６月 １６３，２５７ △１．６ １６，５１９ ０．１ １．０４ １．０９ ３３，３６９ １２．２ ８００，２２７ １１．５ ↓ ２．７
７月 １０２，６５０ ０．３ １２，９２４ △７．０ １．１０ １．１５ ３４，６４９ １５．８ ７７２，２４９ １１．９ ↑ ２．５
８月 ５９，８５５ △８．６ １１，５６２ △０．１ １．１２ １．１８ ３０，４１５ １４．２ ７５５，６９７ １３．９ ３．１ ２．６
９月 ５１，５３４ １．５ １２，９８５ ２．４ １．１６ １．２０ ３４，５０７ １３．６ ８０４，８９２ １０．１ ↓ ２．７
１０月 ３６，８５７ △０．２ １０，５５８ △１．９ １．１６ １．２３ ３５，０１７ ９．６ ８３１，６０３ ７．６ ↑ ２．６
１１月 １９，９２１ △７．６ ６，９６１ △７．６ １．１９ １．２７ ３０，２０１ ５．２ ７６７，６４１ ８．０ ２．７ ２．４
１２月 ８，６８２ △２８．８ ６，２８３ △８．４ １．１７ １．３１ ２８，７６６ ６．１ ７３７，７６２ ５．４ ↓ ２．３

２０２３年 １月 ５，７２６ △５０．７ ５，０８８ △２．３ １．１１ １．２９ ３１，４２４ ４．４ ８２１，９７３ ４．９ － ２．４

資料 北海道建設業信用保証㈱ほか２社 厚生労働省
北海道労働局

厚生労働省
北海道労働局 総務省

■年度および四半期
の数値は月平均値。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。■年度の数値は四
半期の平均値。

年月

消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上） 円相場

（東京市場）
日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

２０２０年＝１００ 前 年 同
月比（％）２０２０年＝１００

前 年 同
月比（％） 件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２０１８年度 ９９．８ １．４ ９９．７ ０．８ ２２４ △１４．８ ８，１１０ △３．１ １１０．８８ ２１，２０６
２０１９年度 １００．５ ０．８ １００．３ ０．６ ２０７ △７．６ ８，６３１ ６．４ １０８．６８ １８，９１７
２０２０年度 ９９．８ △０．７ ９９．９ △０．４ １６６ △１９．８ ７，１６３ △１７．０ １０６．０４ ２９，１７９
２０２１年度 １００．２ ０．５ ９９．９ ０．１ １４４ △１３．３ ５，９８０ △１６．５ １１２．３６ ２７，８２１

２０２１年１０～１２月 １００．５ ０．９ １００．０ ０．４ ３４ ６．３ １，５３９ △１２．１ １１３．７０ ２８，７９２
２０２２年１～３月 １０１．０ １．０ １００．５ ０．６ ４９ １１．４ １，５０４ △３．２ １１６．１８ ２７，８２１

４～６月 １０２．３ ２．９ １０１．６ ２．１ ５９ ７８．８ １，５５６ ４．４ １２９．５６ ２６，３９３
７～９月 １０３．５ ３．４ １０２．５ ２．７ ４０ ４２．９ １，５８５ ９．５ １３８．３４ ２５，９３７
１０～１２月 １０４．９ ４．４ １０３．８ ３．８ ５０ ４７．１ １，７８３ １５．９ １４１．４６ ２６，０９５

２０２２年 １月 １００．４ ０．６ １００．１ ０．２ ８ １４．３ ４５２ △４．６ １１４．８３ ２７，００２
２月 １００．９ １．０ １００．５ ０．６ １４ △６．７ ４５９ ２．９ １１５．２０ ２６，５２７
３月 １０１．６ １．３ １００．９ ０．８ ２７ ２２．７ ５９３ △６．５ １１８．５１ ２７，８２１
４月 １０２．１ ２．８ １０１．４ ２．１ １６ ３３．３ ４８６ １．９ １２６．０４ ２６，８４８
５月 １０２．３ ２．８ １０１．６ ２．１ ２２ １４４．４ ５２４ １１．０ １２８．７８ ２７，２８０
６月 １０２．５ ３．０ １０１．７ ２．２ ２１ ７５．０ ５４６ ０．９ １３３．８６ ２６，３９３
７月 １０３．０ ３．０ １０２．２ ２．４ ９ ０．０ ４９４ ３．８ １３６．６３ ２７，８０２
８月 １０３．４ ３．４ １０２．５ ２．８ １４ １３３．３ ４９２ ５．６ １３５．２４ ２８，０９２
９月 １０４．０ ３．８ １０２．９ ３．０ １７ ３０．８ ５９９ １８．６ １４３．１４ ２５，９３７
１０月 １０４．４ ４．０ １０３．４ ３．６ ２０ ６６．７ ５９６ １３．５ １４７．０１ ２７，５８７
１１月 １０５．２ ４．５ １０３．８ ３．７ １４ △６．７ ５８１ １３．９ １４２．４４ ２７，９６９
１２月 １０５．２ ４．５ １０４．１ ４．０ １６ １２８．６ ６０６ ２０．２ １３４．９３ ２６，０９５

２０２３年 １月 １０５．１ ４．７ １０４．３ ４．２ １４ ７５．０ ５７０ ２６．１ １３０．２０ ２７，３２７

資料 総務省 ㈱東京商工リサーチ 日本銀行 日本経済新聞社

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

主要経済指標（４）

― ２８ ―ほくよう調査レポート ２０２３年４月号

ｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／本文　※柱に注意！　柱「ほくよう」に変更／０２５～０２９　主要経済指標  2023.03.17 17.32.56  Page 28 



年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０１８年度 ３８４，２５０ ０．８ ８０７，０９９ １．９ １，４３２，８９０ １４．３ ８２３，１９０ ７．２
２０１９年度 ２９８，９１３ △２２．２ ７５８，７８８ △６．０ １，２１７，４００ △１５．０ ７７１，７２４ △６．３
２０２０年度 ２２０，２４５ △２６．３ ６９４，８５４ △８．４ ８４３，９５６ △３０．７ ６８４，８６８ △１１．３
２０２１年度 ３３６，７０２ ５２．９ ８５８，７７７ ２３．６ １，３３２，９６８ ５７．９ ９１３，６８５ ３３．４

２０２１年１０～１２月 ８９，１９５ ３７．６ ２２４，３１３ １５．７ ３６７，５７７ ６０．０ ２４０，９８６ ３７．６
２０２２年１～３月 ８３，４５９ ４２．７ ２１９，８１７ １４．５ ４０５，２１３ ５３．３ ２５２，８２４ ３４．７

４～６月 ９２，９７９ １９．６ ２３９，４２４ １５．９ ４２８，６８４ ５２．９ ２８５，９０９ ４１．０
７～９月 １４４，５３１ ６７．５ ２５６，３５４ ２３．２ ４１５，２６３ ４８．４ ３２０，０５０ ４７．６
１０～１２月 １０８，５３９ ２１．７ ２６６，２６５ １８．７ r ５９０，６４８ ６０．７ r ３２２，８５９ ３４．０

２０２２年 １月 ２０，５１５ ３６．２ ６３，３１８ ９．６ １２７，０６１ ６９．９ ８５，３１２ ３９．７
２月 ２７，７３５ ７５．８ ７１，８９９ １９．１ １４０，０９７ ５１．３ ７８，６７１ ３４．２
３月 ３５，２０９ ２７．４ ８４，６００ １４．７ １３８，０５５ ４３．１ ８８，８４０ ３１．４
４月 ３２，８４１ △０．５ ８０，７５７ １２．５ １５３，７７１ ６８．０ ８９，２９４ ２８．４
５月 ２９，８９１ ５３．１ ７２，５２０ １５．８ １６１，６０４ ６２．１ ９６，４２６ ４９．０
６月 ３０，２４７ １９．９ ８６，１４７ １９．３ １１３，３０９ ２７．２ １００，１８９ ４６．２
７月 ４１，９３６ ５１．４ ８７，５５２ １９．０ １０７，９８３ １９．１ １０２，００２ ４７．４
８月 ４８，４８０ ７２．９ ８０，６００ ２２．０ １５９，５９８ ９６．７ １０８，８４８ ５０．０
９月 ５４，１１６ ７７．１ ８８，２０２ ２８．９ １４７，６８２ ３７．８ １０９，２００ ４６．０
１０月 ３８，７４３ ２１．２ ９０，０２２ ２５．３ ２１３，７６６ ８４．０ １１１，７７２ ５３．７
１１月 ３５，８９７ ２０．２ ８８，３７１ ２０．０ １８５，６０５ ６０．５ １０８，６９７ ３０．３
１２月 ３３，８９９ ２３．９ ８７，８７２ １１．５ r １９１，２７８ ４０．９ r １０２，３９０ ２０．７

２０２３年 １月 ２１，２３５ ３．５ ６５，５０６ ３．５ p１７２，４８１ ３５．７ p１００，４９１ １７．８

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貸金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０１８年度 １６５，１４５ ２．４ ７，８８９，９７９ １．８ １０４，２３６ ２．０ ５，０３８，０４６ ２．９
２０１９年度 １６９，０４３ ２．４ ８，１３０，６２０ ３．０ １０５，４０２ １．１ ５，１４２，６８９ ２．１
２０２０年度 １８７，２０９ １０．７ ８，９５６，８６１ １０．２ １１２，５９１ ６．８ ５，３９０，６０５ ４．８
２０２１年度 １９６，２０４ ４．８ ９，２４０，１３３ ３．２ １１３，０９７ ０．４ ５，４８３，３９７ １．７

２０２１年１０～１２月 １９０，８８０ ４．１ ９，０３８，４３５ ３．６ １１３，６２１ △０．２ ５，４２２，２１２ １．１
２０２２年１～３月 １９６，２０４ ４．８ ９，２４０，１３３ ３．２ １１３，０９７ ０．４ ５，４８３，３９７ １．７

４～６月 １９５，２０８ ２．２ ９，２６５，５０５ ３．０ １１２，４９２ △０．３ ５，５１６，２９６ ２．８
７～９月 １９２，３５６ ２．９ ９，２３０，７１６ ２．９ １１２，８１５ ０．１ ５，５８６，１６３ ３．９
１０～１２月 １９６，６２５ ３．０ ９，３２２，４４３ ３．１ １１５，０９４ １．３ ５，６５４，４６５ ４．３

２０２２年 １月 １８９，３２３ ３．７ ９，０６２，１７３ ３．５ １１３，１５９ △０．９ ５，４０９，１２６ ０．９
２月 １９０，０９８ ３．６ ９，０８５，６７０ ３．４ １１３，３９５ △０．６ ５，４２７，７５７ ０．９
３月 １９６，２０４ ４．８ ９，２４０，１３３ ３．２ １１３，０９７ ０．４ ５，４８３，３９７ １．７
４月 １９４，９２７ ３．２ ９，２８０，３２４ ３．０ １１２，７７１ △０．８ ５，４７１，４９７ １．７
５月 １９３，６８１ ２．１ ９，３１２，２４１ ２．９ １１２，４９９ △０．５ ５，４８５，５１８ ２．１
６月 １９５，２０８ ２．２ ９，２６５，５０５ ３．０ １１２，４９２ △０．３ ５，５１６，２９６ ２．８
７月 １９３，９３３ ２．７ ９，２７８，１５４ ３．４ １１３，０３２ △０．０ ５，５３０，５７４ ３．０
８月 １９３，８８５ ２．６ ９，２８１，７９２ ３．３ １１３，７８０ ０．６ ５，５４４，６２５ ３．５
９月 １９２，３５６ ２．９ ９，２３０，７１６ ２．９ １１２，８１５ ０．１ ５，５８６，１６３ ３．９
１０月 １９３，９０７ ３．０ ９，３０５，９８８ ３．４ １１３，６６０ ０．２ ５，６００，２３７ ４．２
１１月 １９５，０２０ ３．３ ９，４００，５８３ ３．８ １１４，３１５ １．１ ５，６１２，７３９ ４．１
１２月 １９６，６２５ ３．０ ９，３２２，４４３ ３．１ １１５，０９４ １．３ ５，６５４，４６５ ４．３

２０２３年 １月 １９４，５４０ ２．８ ９，３８４，７４３ ３．６ １１４，９７３ １．６ ５，６５０，９２７ ４．５

資料 日本銀行

主要経済指標（５）
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●道内経済の動き

●トップに聞く㉒ 留萌市
市長 中西 俊司 氏

●経営のアドバイス
ハラスメントを発生させないために

●アジアニュース
マーケットとしての存在感が増すベトナムと
「Made in Hokkaido」の訴求力

●コラム 人生１００年時代を生きる（第２回）

ほくよう調査レポート 2023.4月号（No.319）
令和5年（2023年）3月発行
発 行 株式会社 北洋銀行
企画・制作 株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 調査部

電話（011）231- 8681

＜本誌は、情報の提供のみを目的としています。投資などの最終
判断は、ご自身でなされるようお願いいたします。＞

　表紙１５０　本文１３３／Ｎｏ．３１９（カラー）　ＩＣＳ　１７５線／表紙　コート／北洋銀行　４Ｃ  2023.03.23 17.08.40  Page 1 




